
 

 
長期優良住宅建築等計画の認定をうける場合の手続き 

 

 

 

住宅の使用開始 

（維持保全） 

建築主（申請者） 登録住宅性能性能

評価機関 

認定申請 

中間検査

完了検査

建築主事 

指定確認検査機関

建築の状況に

関する報告徴収

維持保全の状況

に関する報告徴収

建築工事完了 

建築工事着手 

長期優良住宅建築

等計画の認定 
計画認定後に建築工事に着手 

建築確認申請 

技術的審査申請 

長期優良住宅建築 

等計画の認定申請 

建築確認 確認済証 

適合証の交付
長期優良住宅建築

等計画の認定申請

確認済証を添えて

認定申請
適合証を添えて

技術的審査申請

建築確認申請

建築確認申請

所管行政庁 

（ 市川市 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


